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香芝市報道資料 
令和８年 ５月 ７日 

報道関係者各位 

香芝市市長公室秘書広報課 

 

 

   歩道橋架け替え工事に係る費用負担に関する奈良県を被告とする 

債務不存在確認請求訴訟に係る第一審判決に対する対応について 

 

１ 概要 

 令和８年４月２３日、奈良県を被告とする債務不存在確認請求訴訟に係る判

決期日において、奈良地方裁判所は、本市の請求を棄却する旨の判決を言い渡

した。 

  本市は、判決内容を精査の上、指定代理人及び訴訟代理人らと協議した結果、

控訴することを決定した。 

 

２ 経緯 

 本件の主な経緯は、次のとおりである。 

・ 令和４年６月２９日、福岡憲宏香芝市長（当時）が荒井正吾奈良県知事（当

時）との間で、基本協定を締結する（別紙１「基本協定書」）。別途委託契約

を締結するものと定められるとともに、基本協定の有効期間が令和６年３月

３１日までと定められる。 

・ 令和５年８月１６日、奈良県は、前記委託契約を締結することなく工事を

開始する（奈良県の主張に基づく。）。 

・ 令和６年３月２９日、福岡憲宏香芝市長（当時）が山下真奈良県知事との

間で、変更基本協定を締結する（別紙２「変更基本協定書」）。基本協定の有

効期間が令和６年１２月３１日まで延長することが定められる。 

・ 令和６年３月３１日、工事が完了する（奈良県の主張に基づく。）。 

・ 令和６年６月２日、福岡憲宏香芝市長（当時）が退任し、同月３日、新た

に三橋和史香芝市長が就任する。 

・ 令和６年１０月２４日、奈良県から本市に対し委託契約の締結の依頼があ

るものの、三橋和史香芝市長は「工事が完了しているのに、工事を実施する

ための委託契約を事後的に締結することはできない。」として、弁護士を含

む法制に関することを所管する部署において対応を検討するよう指示する。 

・ 令和６年１１月２７日、三橋和史香芝市長が山下真奈良県知事に対し、「歩

道橋架け替え工事に係る費用負担に関する要望書」（別紙３）を提出する。 

・ 令和６年１２月２５日、山下真奈良県知事から三橋和史香芝市長に対し、

「一般国道１６８号の道路拡幅工事に起因して生じる香芝市旭ヶ丘小学校

通学路歩道橋の架け替え工事について」（別紙４）が送付される。 

・ 令和７年１月１５日、奈良県県土マネジメント部長から三橋和史香芝市長

に対し、要望書の内容を譲歩して、香芝市も費用の一部を負担する内容で提
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出し直すよう依頼がある。 

・ 令和７年１月２２日、三橋和史香芝市長が山下真奈良県知事に対し、「歩

道橋架け替え工事に係る費用負担に関する要望書」（別紙５）を提出する。 

・ 令和７年１月３１日、奈良県県土マネジメント部道路建設課主幹から香芝

市に対し、国道１６８号拡幅事業に係る竣工式に香芝市職員の出席を拒否す

る旨が伝達される。 

・ 令和７年２月３日、山下真奈良県知事から三橋和史香芝市長に対し、「香

芝市旭ヶ丘小学校通学路歩道橋の架け替え工事にかかる委託契約の早期締

結について」（別紙６）が送付される。 

 ・ 令和７年３月７日、奈良県を被告として、奈良地方裁判所に対し、債務不

存在確認請求訴訟を提起することについて議決を求めるため、香芝市議会

に議案を提出し、同日可決される（別紙７）。 

・ 令和７年３月２１日、本市は、奈良県を被告として、奈良地方裁判所に対

し、債務不存在確認請求訴訟を提起した。 

・ 令和８年４月２３日、奈良県を被告とする債務不存在確認請求訴訟に係る

判決期日において、奈良地方裁判所は、本市の請求を棄却する旨の判決を言

い渡した。 

 

３ 本市の対応 

  控訴する。 

 

４ 三橋市長コメント 

当該歩道橋は奈良県が管理する国道に架かるものなので、基本的には奈良県

により整備されるべきものであるとの考えに変わりはない。 

判決内容を精査し、指定代理人及び訴訟代理人らと協議した結果、控訴する

ことを決定した。 

 

以 上 

 

 

香芝市 
Kashiba City 

【問合せ先】 

香芝市市長公室文書法制課 

担 当：醤野（しょうの） 

所在地：〒639-0292 

奈良県香芝市本町１３９７番地 

電 話：0745-76-2001（代表） 
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提 案 理 由 

 

 担 当   文書法制課   文書法制係 

議案の名称 

  訴えの提起について 

 

市長（副市長）の提案理由（市議会会議録を参照の上、作成すること。） 
  本案は、一般国道１６８号拡幅事業に起因した歩道橋架け替え工事について本

市の相手方に対する５１４４万９２００円の支払債務が存在しないことを主張し

て、その確認を求めるため当該事業施行者と協議を重ねているところ、協議が整

う見通しが立たないことから、訴えの提起をするに当たり、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により議会の議決を求めるも

のでございます。 

  

 詳細内容（内部資料用）改正等の要点を箇条書きで記入すること。 

  

LGN119
テキストボックス
別紙７





